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解説①
不合理な待遇差解消の対象となる労働者、比較対象となる労働者とは？

第一段階では、自社で雇用する労働者の社員タイプを整理し、パートタイム・有期雇用労働法の対象と
なる労働者（以下、「取組対象労働者」といいます。）がいるかどうかを確認します。

取組対象労働者は、図表 3-1 に示す条件のいずれか、あるいは、双方にあてはまる「短時間労働者」と「有
期雇用労働者」です。自社に派遣されている派遣労働者は取組対象労働者から除外されますが、派遣労
働者を受け入れるに当たっては、待遇情報を派遣元企業に提供する等の取組が求められますので、別途作
成している『不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル 労働者派遣業界編』を参照してください。

図表 3- 1　不合理な待遇差解消に向けた取組の対象となる労働者

　１． ≪第一段階≫ 社員タイプ等の現状・「均等待遇」、 
「均衡待遇」の対象となる労働者を確認する

１．≪第一段階≫
・現状の社員タイプを整理します。
・「均等待遇」、「均衡待遇」の対象となる労働者を確認します。

２．≪第二段階≫
・社員タイプごとに個々の待遇の現状を整理します。

にとご遇待の々個個 比較対象労働者との間で「適用の有無」、「決定基準」に違いがあるかを確認し・
ます。

３．≪第三段階≫
　均等待遇が求められる場合：

、りおてれらけ付務義がとこるすにい扱取じ同と者働労象対較比ていつに遇待のて全 ・　　
38ページ「（２）」以降の詳細な検討の必要はありません。

　均衡待遇が求められる場合：
　　・待遇の「違い」が不合理か否かを、39ページの「基本手順」に沿って点検・検討します。

４．≪第四段階≫
　・待遇差の是正策を検討します。

26

区分 概要

短時間労働者

労働契約期間の有期・無期に関わらず、１週間の所定労働時間が同一の事業主に
雇用される通常の労働者に比べて短い労働者
　※ただし、「短時間正社員」は取組対象労働者には該当しませんが、「短時間正社
　　員」という呼称であっても、その処遇が正社員としての実態を伴っていない場
　　合には、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。

有期雇用労働者 期間の定めのある労働契約を締結している労働者
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図表 3- 6　「職務の内容」が同じか否かの判断手順

＜例＞
ある食品製造会社は比較対象労働者と取組対象労働者のドライバーを雇用しています。どちらもド

ライバーということで業務（職種）も中核的な業務も同じですが、比較対象労働者のドライバーには、
繁忙時や急な欠勤者が出た場合の対応が求められ、実際月末になると残業をすることが多い一方、取
組対象労働者のドライバーにはこれらの対応は求められていません。この場合には、業務に伴う「責
任の程度」が異なるため、「職務の内容」が異なると考えられます。

（２）「職務の内容・配置の変更の範囲」について
「職務の内容・配置の変更の範囲」の具体的な内容については図表 2-2（20 ページ）で説明しました。「職

務の内容・配置の変更の範囲」が「同じ」か「異なる」かについては、33 ページのワークシート（第一
段階／具体的な作業②）を用いて、以下の４つの手順と次ページの図表 3-7 に従って判断します。

なお、変更の範囲は将来の見込みも含めて判断されることから、有期雇用労働者の場合は、労働契約
が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合にはどのような取扱いになるかを考えて判断
することが必要です。

手順① 」りあにもと「が無有の）とこるなに更変が所業事の先務勤（勤転の者働労象対較比と者働労象対組取 ：
か「ともになし」か「一方のみあり」かをみます。「ともにあり」の場合には手順②に、「ともになし」
の場合には手順③に進んでください。「一方のみあり」の場合には、「『職務の内容・配置の変更の範囲』
は異なる」ことになります。「一方のみあり」の場合は、均等待遇の対象ではなく、均衡待遇の対象
となります。

　　　　※ 第三段階において均衡待遇を点検するに当たっては、職務の内容・配置の変更の範囲の違いも必
要に応じて検討しなければならないため、手順②は不要ですが、手順③の検討も行うことが望ま
しいです。
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異なる 異なる異なる

同じ

※１ 職種については、「厚生労働省編職業分類」の小分類を目安にします。例に挙げた職種については、例えば小分類上ではそれぞれ「衣料
品販売店員」、「一般事務員」となります。

※２ 「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、その職務を代表する中核的なものを指し、与えられた職務に
不可欠な業務、業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務、労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい
業務といった基準に従って総合的に判断します。

「職務の内容」は異なる

①
業務の内容（職種）

の判断

②
従事している業務
のうち中核的業務

③
責任の程度

実質的に
同じ

業務の比較例（販売職の場合）

★中核的業務※2に〇（何が中核的業務に当たる
かは、同じ販売職でも個々の事業所ごとに異な
ります）

パート

正社員 接客、レジ、クレーム対応、発注

接客、レジ、品出し、商品陳列
その労働者が契約締結可能な金額
の範囲などの与えられている権限
の範囲や業務の成果について求め
られている役割、トラブル発生時
や臨時・緊急時に求められる対応
の程度などを総合的に判断します。

例※１：「販売職」、
「事務職」

著しくは
異なら
ない

30
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図表 3- 6　「職務の内容」が同じか否かの判断手順

＜例＞
ある食品製造会社は比較対象労働者と取組対象労働者のドライバーを雇用しています。どちらもド

ライバーということで業務（職種）も中核的な業務も同じですが、比較対象労働者のドライバーには、
繁忙時や急な欠勤者が出た場合の対応が求められ、実際月末になると残業をすることが多い一方、取
組対象労働者のドライバーにはこれらの対応は求められていません。この場合には、業務に伴う「責
任の程度」が異なるため、「職務の内容」が異なると考えられます。

（２）「職務の内容・配置の変更の範囲」について
「職務の内容・配置の変更の範囲」の具体的な内容については図表 2-2（20 ページ）で説明しました。「職

務の内容・配置の変更の範囲」が「同じ」か「異なる」かについては、33 ページのワークシート（第一
段階／具体的な作業②）を用いて、以下の４つの手順と次ページの図表 3-7 に従って判断します。

なお、変更の範囲は将来の見込みも含めて判断されることから、有期雇用労働者の場合は、労働契約
が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合にはどのような取扱いになるかを考えて判断
することが必要です。

手順① 」りあにもと「が無有の）とこるなに更変が所業事の先務勤（勤転の者働労象対較比と者働労象対組取 ：
か「ともになし」か「一方のみあり」かをみます。「ともにあり」の場合には手順②に、「ともになし」
の場合には手順③に進んでください。「一方のみあり」の場合には、「『職務の内容・配置の変更の範囲』
は異なる」ことになります。「一方のみあり」の場合は、均等待遇の対象ではなく、均衡待遇の対象
となります。

　　　　※ 第三段階において均衡待遇を点検するに当たっては、職務の内容・配置の変更の範囲の違いも必
要に応じて検討しなければならないため、手順②は不要ですが、手順③の検討も行うことが望ま
しいです。
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異なる 異なる異なる

同じ

※１ 職種については、「厚生労働省編職業分類」の小分類を目安にします。例に挙げた職種については、例えば小分類上ではそれぞれ「衣料
品販売店員」、「一般事務員」となります。

※２ 「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、その職務を代表する中核的なものを指し、与えられた職務に
不可欠な業務、業務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務、労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい
業務といった基準に従って総合的に判断します。

「職務の内容」は異なる

①
業務の内容（職種）

の判断

②
従事している業務
のうち中核的業務

③
責任の程度

実質的に
同じ

業務の比較例（販売職の場合）

★中核的業務※2に〇（何が中核的業務に当たる
かは、同じ販売職でも個々の事業所ごとに異な
ります）

パート

正社員 接客、レジ、クレーム対応、発注

接客、レジ、品出し、商品陳列
その労働者が契約締結可能な金額
の範囲などの与えられている権限
の範囲や業務の成果について求め
られている役割、トラブル発生時
や臨時・緊急時に求められる対応
の程度などを総合的に判断します。

例※１：「販売職」、
「事務職」

著しくは
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同じ 異なる

同じ 異なる

○ ×

　（　　　　　　　　）慶弔休暇

　（　　　　　　　　）賞与



37



38



39



40



販売部門の正社員（おおむね勤続３年までの者）

職務の内容が同一である正社員はいないが、同じ販売部門の業務を担当している正社員で、業務の内容が近い者は、

おおむね勤続３年までの者であるため。

アルバイト社員は時給1100 円、比較対象となる正社員は、売上目標の達成状況に応じて

1100 円～1400 円（時給換算）です。

社員の貢献度に応じて会社の利益を配分するために支給します。

通勤に必要な費用を補填するものです。

正社員、アルバイト社員ともに交通費の実費相当分（全額）を支給しています。

正社員には月間の売上目標があり、会社の示したシフトで勤務しますが、アルバイト社員は売上目標がなく、
希望に沿ったシフトで勤務できるといった違いがあるため、正社員には重い責任を踏まえた支給額としています。

アルバイト社員は店舗全体の売上に応じて一律に支給（ww円～ xx 円）しています。正社員については

目標管理に基づく人事評価の結果に応じて、基本給の０か月～４か月（最大zz円）を支給しています。

【第 14 条第 2 項の説明書の例】

あなたと正社員との待遇の違いの有無と内容、

理由は以下のとおりです。

ご不明な点は「相談窓口」の担当者までおたずねください。

1 比較対象となる正社員

○ 年 ○ 月 ○ 日

〇〇 〇〇 殿 事業所名称・代表者職氏名 〇〇百貨店

△△ △△

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容
ある ない

2 待遇の違いの有無とその内容、理由

比較対象となる正社員の選定理由

待遇の目的

待遇の違いがある理由

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容
ある ない

待遇の違いがある理由

基本給

賞与

待遇の目的

正社員との待遇の違いの有無と、ある場合その内容
ある ない

待遇の違いがある理由

通勤手当

アルバイト社員には、売上目標がないので、店舗全体の売上が一定額以上を超えた場合、一律に支給しています。正

社員には売上目標を課しているため、その責任の重さを踏まえて、目標の達成状況に応じた支給とし、アル

バイト社員よりも支給額が多くなる場合があります。
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図表 3- 12　（再掲）説明書モデル様式（厚生労働省）
～短時間・有期雇用労働者から説明を求められた場合～

41

説明書モデル様式（記載例）
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通勤手当の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを設けている理由」

を考えてみます。



：役職手当の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを設けている理由」

を考えてみます。

職務の内容が異なるから。
⇒　通勤することは変わりがなく、
違いを設ける理由が説明できな
いので要改善。



：皆勤手当の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを設けている理由」

を考えてみます。



正社員だから。
⇒　業務の内容が同じで、 皆勤を
奨励する必要性に違いがないた
め、 支給に違いを設けることが説
明できないことから要改善。
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　◇　

：滑り止めのついた長靴支給の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを
設けている理由」を考えてみます。
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特になし。
⇒　転倒を防止する必要性は変わら
ないので、 違いを設ける理由を説明
することができないことから要改善。

（例２）慶弔休暇について、比較対象労働者には付与している一方で取組対象
労働者には付与していない事例

手順①：慶弔休暇の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを設けている理由」
を考えてみます。

　◇　なぜ、慶弔休暇を比較対象労働者に対して付与しているか考えてみると、この企業では、仕事か
ら離れて慶弔行事に参加するため、慶弔行事に応じて、慶弔休暇を付与しています。

⇒ワークシート（第三段階 A）に記入。
手順②：手順①を踏まえ、待遇差が不合理か否かを判断するに当たって同様な考慮要素があるか、考え

てみます。
　◇　慶弔休暇の「性質・目的」が仕事から離れて慶弔行事に参加するためということなので、 社員の 「業

務の内容」や「責任の重さ」（「職務の内容」）といった事情は、慶弔休暇の付与の有無にはあまり
関係がないということがわかります。

　◇　また、この企業では、他に「その他の事情」として、慶弔休暇の付与の有無に影響を及ぼすよう
な事情がありませんでした。

手順③：取組対象労働者に慶弔休暇が付与されていないことについて、不合理ではないと整理し、取組
対象労働者が納得するよう説明できるでしょうか。

　◇　仕事から離れて慶弔行事に参加することについて、比較対象労働者でも取組対象労働者でも変わ
りません。

　◇　その上で、待遇差が不合理か否かを判断するに当たって考慮しなければならない事情もありませ
んでした。

　◇　すると、慶弔休暇について取組対象労働者に付与しないことは「不合理ではない」とはいえず、
改善に向けた取組を進めていく必要があると考えられます。

⇒ワークシート（第三段階 A）の「違いを設けている理由」の欄に 「要改善」と記入。
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職務の内容が異なるため。
⇒　慶弔行事に参加するために労働
から離れる機会を与える趣旨が変わる
ものではないため、 違いを設けている
理由が説明できないので要改善 。

⑤の待遇 ①左記待遇の性質・目的はどういうものですか。

・仕事から離れて慶弔行事に参加する目的で付与 。

②決定基準にどのような違いを設けていますか、また、違いを設けている理由は何か記入してください。

違いを設けている理由

・慶弔行事に応じて付与。 ・付与なし。

比較対象労働者 取組対象労働者

（慶弔休暇）
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： 賞与の「性質・目的」を考えてみます。また、「待遇の違い」や「違いを設けている理由」を考え
てみます。
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②決定基準にどのような違いを設けていますか、また、違いを設けている理由は何か記入してください。

※赤字は記入例です。

販売実績の貢献に応じて支給してい
るから。
⇒　販売に対する目標はどちらもな
く、 取組対象労働者も販売実績に
何らかの貢献をしているので、 「支
給なし」 についての理由を説明する
ことができないことから要改善。

障

⑥の待遇 ①左記待遇の性質・目的はどういうものですか。

違いを設けている理由比較対象労働者 取組対象労働者

（ ）



( ⅳ)  基本給
基本給も、図表 3-10（39 ページ）に示した「基本手順」に沿って、不合理な待遇差となっていないか

どうかを点検・検討します。
ただし、基本給は、職務の内容、職務の成果、能力、経験、勤続年数など、様々な要素を踏まえて決

定されていることが多く、「性質・目的」を明確にすることは容易ではありません。また、取組対象労働者
と比較対象労働者との間では、基本給の決定基準が違うことが多く見られます。
しかしながら、決定基準が違う場合であってもその決定基準の違いが不合理であることは認められませ
んので、待遇差がある場合には、「比較対象労働者と取組対象労働者との間で将来の役割期待が異なるた
め、賃金の決定基準が異なる」といった主観的・抽象的な説明ではなく、職務の内容、職務の内容・配
置の変更の範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理ではないようにしましょう。
まずは、比較対象労働者と取組対象労働者の基本給のワークシート（第三段階 B）を用いて、基本給
の決定要素を考えてみましょう。その上で、比較対象労働者と取組対象労働者との間で違う決定基準とす
ることや、基本給の水準に差があることについて、不合理でないと説明できるか整理してみましょう。
さらに詳しく基本給について職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情の違いに応

じたものとなっているかを点検しようとする際には、厚生労働省の『職務評価を用いた基本給の点検・検
討マニュアル』が活用できますので、そちらを参照してください。

⇒
また、決定基準が同じ場合には、図表 3-18（58 ページ）のガイドラインで示されている基本的な考え
方や事例を参照しながら、検討を始めましょう。

ワークシート（第三段階 B）記入例

※赤字は記入例です。

基本給の決定要素 比較対象労働 取者 組対象労働者
職務の遂行能力

職務の内容や責任の重さ

仕事の成果や業績

年齢や勤続年数

市場での賃金相場
その他1

その他2

⇒比較対象労働者と取組対象労働者の基本給の決定において、勘案される要素に違いがある場合は（比較対象労働者と取組対象労働者の欄と
で○がついた項目が違う場合は）、違いを設けている理由は何か記載してください。

（違いを設けている理由）

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/

https://yorozu.smrj.go.jp/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/
https://yorozu.smrj.go.jp/
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取組や正社員転換を実施した事業主に対して「キャリアアップ助成金」を支給しています。例えば、以下のコ
ースがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

